
広報
令和元（2019）年　7月5日 第 1232 号　（4）

【日曜開庁】毎月第2日曜日に区役所1階の窓口を開きます。取り扱いできない業務もありますので、事前に各窓口へお問合せください。

25
歳
未
満
の
方
で
構
成
さ
れ
て
い
る

団
体

▽
推
薦
者　

区
議
会
議
員
、
町
会
長
・

町
会
女
性
部
長
、
民
生
委
員
、
保
護

司
、
青
少
年
委
員
、
ス
ポ
ー
ツ
推
進

委
員
、
社
会
教
育
委
員 

な
ど

▽
推
薦
締
切
日　

９
月
13
日
㈮

※
本
事
業
は
、
平
成
30
年
度
ま
で
「
台

東
区
青
少
年
を
ほ
め
る
運
動
」
と
し

て
行
っ
て
い
た
事
業
で
す
。

▽
問
合
せ　

子
育
て
・
若
者
支
援
課

　

☎
（
５
２
４
６
）
１
３
４
１

「
還
付
金
詐
欺
」
に
ご
注
意

く
だ
さ
い

　

区
役
所
な
ど
の
職
員
が
、「
医
療
費

や
保
険
料
の
還
付
金
」「
給
付
金
」
な

ど
の
手
続
き
の
た
め
に
、
次
の
よ
う
な

電
話
を
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

●
Ａ
Ｔ
Ｍ
（
銀
行
・
コ
ン
ビ
ニ
な
ど
の

現
金
自
動
預
払
機
）
の
操
作
を
求
め

る
●
取
引
銀
行
や
口
座
番
号
な
ど
の
個
人

情
報
を
照
会
す
る

●
手
数
料
な
ど
の
振
り
込
み
を
求
め
る

　

ま
た
、
法
務
省
等
を
騙
っ
た
架
空
請

求
は
が
き
が
届
い
て
も
連
絡
先
に
電
話

し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

　

不
審
な
電
話
が
か
か
っ
て
き
た
ら
、

迷
わ
ず
110
番
ま
た
は
、
最
寄
り
の
警
察

署
や
左
記
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ　

生
活
安
全
推
進
課

　

☎
（
５
２
４
６
）
１
０
４
４

「
障
害
者
の
て
び
き
」
に
広
告

を
掲
載
し
ま
せ
ん
か

▽
冊
子
の
概
要　

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

の
情
報
を
掲
載
、
Ａ
４
版
160
ペ
ー
ジ

程
度

▽
期
間　

令
和
２
年
度
～
４
年
度

▽
発
行
部
数　

５
千
部

▽
配
布
先　

障
害
者
団
体
、
障
害
の
あ

る
方

▽
掲
載
料　

１
～
８
万
円

※
規
格
・
掲
載
場
所
等
に
つ
い
て
、
詳

し
く
は
申
込
用
紙
か
区
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▽
申
込
方
法　

申
込
用
紙
（
下
記
問
合

せ
先
で
配
布
、
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
に
記
入
し
、

原
稿
案
を
添
え
て
郵
送
か
直
接
左
記

問
合
せ
先
へ

※
広
告
掲
載
決
定
順
位
は
、
申
込
み
の

受
付
順

▽
申
込
締
切
日　

８
月
30
日
㈮（
必
着
）

▽
問
合
せ　

障
害
福
祉
課
（
区
役
所
２

階
⑩
番
）

　

☎
（
５
２
４
６
）
１
２
０
７

寿
区
民
館
休
館
に
つ
い
て

　

空
調
設
備
改
修
工
事
の
た
め
、
左
記

の
期
間
休
館
し
ま
す
。
ご
理
解
・
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
工
事
期
間
中
も
南
部
区
民
事
務
所
は

通
常
通
り
開
庁
し
ま
す
。

▽
期
間
（
予
定
）　

11
月
～
令
和
２
年

３
月
末

※
工
事
期
間
中
は
区
民
館
（
集
会
室
、

調
理
室
、
多
目
的
ホ
ー
ル
、
ト
レ
ー

ニ
ン
グ
室
）
が
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

※
集
会
室
等
の
利
用
抽
選
申
込
の
再
開

（
予
定
）
は
、
令
和
２
年
１
月
６
日

㈪
（
４
月
利
用
分
）
で
す
。

▽
問
合
せ　

寿
区
民
館

　

☎
（
３
８
４
２)
８
６
５
４

　

区
民
課
区
民
施
設
係

　

☎
（
５
２
４
６)

１
１
２
３

「
協
働
事
業
提
案
制
度
」

公
開
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

　

地
域
活
動
団
体
等
か
ら
協
働
事
業
の

提
案
を
募
集
し
、
提
案
団
体
に
よ
る
プ

レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
開
催
し
ま
す
。

見
学
希
望
の
方
は
左
記
問
合
せ
先
へ
お

申
込
み
（
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
申

込
可
）
く
だ
さ
い
。

▽
日
時　

８
月
９
日
㈮
午
後
１
時
30
分

▽
場
所　

台
東
区
社
会
福
祉
協
議
会

▽
定
員　

20
人
（
先
着
順
）

▽
問
合
せ　

区
民
課
協
働
・
多
文
化
共

生
係
☎
（
５
２
４
６
）
１
１
２
６

災
害
に
備
え
、
防
災
用
品
の

あ
っ
せ
ん
を
行
っ
て
い
ま
す

▽
あ
っ
せ
ん
用
品　

家
具
転
倒
防
止
器

お
知
ら
せ

受
動
喫
煙
防
止
対
策
に
関
す

る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
・
標
識（
シ

ー
ル
型
）
等
の
配
布
に
つ
い

て
（
飲
食
店
向
け
）

　

東
京
都
受
動
喫
煙
防
止
条
例
の
一
部

施
行
に
よ
り
、
飲
食
店
に
お
い
て
は
本

年
９
月
１
日
よ
り
施
設
の
出
入
口
に
喫

煙
場
所
の
有
無
に
関
す
る
標
識
の
表
示

が
必
要
と
な
り
ま
す
。
左
記
問
合
せ
先

で
、
標
識
の
表
示
に
関
す
る
パ
ン
フ
レ

ッ
ト
・
標
識
（
シ
ー
ル
型
）、
施
設
管

理
者
向
け
の
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
を
配
布
し

て
い
ま
す
。

▽
問
合
せ　

台
東
保
健
所
生
活
衛
生
課

　

☎
（
３
８
４
７
）
９
４
０
１

経
済
セ
ン
サ
ス
―
基
礎
調
査

に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　

全
国
す
べ
て
の
事
業
所
を
対
象
に
実

施
し
て
い
ま
す
。

　

令
和
２
年
３
月
ま
で
の
間
に
、
調
査

員
が
事
業
所
の
活
動
状
態
を
実
地
に
確

認
し
、
新
た
に
把
握
し
た
事
業
所
な
ど

に
は
、
調
査
票
を
配
布
す
る
こ
と
に
よ

り
調
査
を
行
い
ま
す
。

　

調
査
に
ご
理
解
・
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

▽
問
合
せ　

総
務
課
調
査
統
計
係

　

☎
（
５
２
４
６
）
１
４
６
２

台
東
区
善
行
青
少
年
表
彰

　

日
頃
か
ら
そ
の
行
動
が
他
の
模
範
と

な
る
と
認
め
ら
れ
る
青
少
年
お
よ
び
団

体
を
表
彰
し
て
い
ま
す
。

　

皆
さ
ん
の
身
近
に
、
積
極
的
に
地
域

の
環
境
美
化
や
、
青
少
年
指
導
・
社
会

福
祉
活
動
を
行
っ
て
い
る
、
ま
た
は
防

犯
・
防
火
に
協
力
し
た
な
ど
、
他
の
模

範
と
な
る
青
少
年
が
い
ま
し
た
ら
下
記

推
薦
者
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▽
推
薦
対
象　

区
内
在
住
か
在
勤（
学
）

の
25
歳
未
満
の
青
少
年
お
よ
び
主
に

具
、
消
火
器
、
非
常
食
、
非
常
持
出

袋
な
ど
の
避
難
用
品
、
水
害
対
策
用

品
、
簡
易
ト
イ
レ
等

▽
費
用　

定
価
の
２
割
引（
送
料
含
む
）

▽
申
込
方
法　

は
が
き
か
フ
ァ
ッ
ク
ス

で
直
接
あ
っ
せ
ん
先
（
東
京
都
葛
飾

福
祉
工
場
）
へ
申
込
み

▽
配
送
・
支
払
方
法　

自
宅
へ
配
送
・

代
金
は
品
物
の
受
取
時
に
支
払
い

※
詳
し
く
は
、
区
役
所
10
階
①
番
危
機

　

・
災
害
対
策
課
、
区
民
事
務
所
・
同

分
室
、
地
区
セ
ン
タ
ー
で
配
布
す
る

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
か
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ　

危
機
・
災
害
対
策
課

　

☎
（
５
２
４
６
）
１
０
９
４

割
引
券
付
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

「
演
芸
・
舞
台
を
観
に
行
こ
う

！
」(

７
月
～
12
月
の
催
し
）

を
作
成
し
ま
し
た

　

区
内
の
演
芸
場
で
行
わ
れ
る
演
劇
、

落
語
、
漫
才
、
講
談
、
浪
曲
、
レ
ビ
ュ

ー
等
の
催
し
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

▽
配
布
場
所　

区
役
所
１
階
ア
ー
ト
ギ

ャ
ラ
リ
ー
、
区
民
事
務
所
・
同
分
室
、

地
区
セ
ン
タ
ー
、
生
涯
学
習
セ
ン
タ

ー
、
図
書
館
ほ
か

▽
問
合
せ　

文
化
振
興
課

　

☎
（
５
２
４
６
）
１
３
２
８

福
祉

（
高
齢
・
障
害
等
）

心
身
障
害
者
医
療
費
助
成
制

度
（

）
の
受
給
者
証
を
お
持

ち
の
方
へ
～
住
民
税
課
税
者

の
負
担
上
限
額
が
変
わ
り
ま

す
～

　

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法

律
の
改
正
に
伴
い
、
８
月
１
日
㈭
か
ら

住
民
税
課
税
者
の
方
の
負
担
上
限
額
が

変
わ
り
ま
す
。

一部負担金 負担上限額※

80136
 

現行 外来 1割 14,000円／
月

8月1日から 外来 1割 18,000円／
月

※
同
一
の
医
療
機
関
で
１
か
月
の
負
担

額
が
右
記
上
限
額
に
達
し
た
と
き
は
、

そ
の
医
療
機
関
で
の
、
そ
の
月
の
窓

口
負
担
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
外
来
の
年
間
上
限
額
お
よ
び
入
院
の

自
己
負
担
額
に
つ
い
て
の
変
更
は
あ

り
ま
せ
ん
。

※
区
市
町
村
民
税
非
課
税
の
方
（
８
０

　

１
３
７
か
ら
始
ま
る

表
示
の
受

給
者
証
の
方
）
は
、
変
更
あ
り
ま
せ

ん
（
入
院
時
の
食
事
療
養
費
等
を
除

き
、
外
来
入
院
時
一
部
負
担
な
し
）。

▽
対
象　

心
身
障
害
者
医
療
費
助
成
制

度
（

）
の
住
民
税
課
税
者
で

・

の
受
給
者
証
を
お
持
ち
の
方

▽
問
合
せ　

身
体
障
害
・
知
的
障
害
は

障
害
福
祉
課
給
付
担
当
（
区
役
所
２

階
⑩
番
）

　

☎
（
５
２
４
６
）
１
２
０
１　

　

精
神
障
害
は
台
東
保
健
所
保
健
予
防

課
精
神
保
健
担
当

　

☎
（
３
８
４
７
）
９
４
０
５

　

制
度
に
つ
い
て
は
東
京
都
福
祉
保
健

局
医
療
助
成
課

　

☎
（
５
３
２
０
）
４
５
７
１

　

FAX
（
５
３
８
８
）
１
４
３
７

子
育
て
・
教
育

ご
存
じ
で
す
か

「
特
別
児
童
扶
養
手
当
」

　

次
の
①
～
③
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

20
歳
未
満
の
児
童
を
監
護
し
て
い
る
父

母
ま
た
は
養
育
者
（
施
設
入
所
者
、
障

害
に
よ
る
公
的
年
金
受
給
者
は
除
く
）

に
支
給
し
ま
す
。

①
身
体
障
害
者
手
帳
１
～
３
級
程
度

（
下
肢
障
害
の
一
部
４
級
を
含
む
）

②
愛
の
手
帳
１
～
３
度
程
度

③
長
期
間
安
静
を
要
す
る
病
状
ま
た
は

精
神
の
障
害
に
よ
り
日
常
生
活
に
著

し
い
制
限
を
受
け
て
い
る

▽
必
要
な
も
の　

申
請
者
（
受
給
者
）

と
児
童
の
戸
籍
謄
本
、
申
請
者
名
義

の
預
貯
金
口
座
が
分
か
る
物
、
所
定

様
式
の
診
断
書（
身
体
障
害
者
手
帳
・

愛
の
手
帳
が
交
付
さ
れ
て
い
る
場
合

は
省
略
で
き
る
場
合
あ
り
）、
印
鑑

（
朱
肉
で
押
せ
る
物
）、
個
人
番
号
カ

ー
ド
ま
た
は
通
知
カ
ー
ド
お
よ
び
本

人
確
認
が
で
き
る
顔
写
真
付
き
の
物

（
運
転
免
許
証
等
）

▽
支
給
額
（
月
額
）　

１
級
５
万
２
千

　

200
円
、
２
級
３
万
４
千
770
円

特別児童扶養手当所得制限額
（平成30年分所得）

扶養人数 申請者本人の
所得

配偶者所得
扶養義務者所得

０人 467万6千円未満 636万7千円未満

1人 505万6千円未満 661万6千円未満

２人 543万6千円未満 682万9千円未満

3人目以降
 1人につき 38万円加算 21万3千円加算

※社会保険料控除相当額（８万円）を加算済

▽
問
合
せ　

子
育
て
・
若
者
支
援
課
給

付
担
当
（
区
役
所
６
階
⑦
番
）

　

☎
（
５
２
４
６
）
１
２
３
２

幼児教育・保育の
無償化が始まります

　子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、10月から幼児期の教
育および保育施設の利用料が無償化されます。無償化の範囲や上限
額は、在園している施設や保育の必要性の認定の有無等によって異
なります。

問合せ

私立幼稚園等…庶務課庶務係☎（5246）1402
区立幼稚園等…学務課学事係☎（5246）1412
認定こども園等…学務課こども園担当☎（5246）1414
認可保育園等…児童保育課保育相談係☎（5246）1234
就学前障害児の発達支援等…障害福祉課総合相談担当
☎（5246）1202

施設 等 年齢
（クラス） 利用料

幼稚園
認可保育所

認定こども園等

3～5歳

保育料無償化
※子ども・子育て支援新制度

の対象とならない幼稚園に
ついては、月額25,700円
まで無償化

0～2歳 住民税非課税世帯のみ無償化
幼稚園の預かり保育

（保育の必要性の認定〈※1〉
を受けた場合）

3～5歳 月額11,300円までの利用料を
無償化

認可外保育施設等〈※2〉
（保育の必要性の認定〈※1〉
を受けた場合）
※一時保育、いっとき保

育、ファミリー・サポー
ト・センターの利用も
対象となる予定

3～5歳 月額37,000円までの利用料を
無償化

0～2歳
住民税非課税世帯のみ月額
42,000円までの利用料を無
償化

就学前障害児の発達支援等 3～5歳 全対象者の自己負担を無償化
※1保育の必要性の認定方法および※2対象となる施設一覧は、区ホー
ムページ等でお知らせする予定です。
※認証保育所等の在園児向けに、上記とは別に助成制度を設ける予
定です。


